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研究要旨：本研究の目的は、新人看護職員研修制度開始後の研修の実態及び研修に対す

る意識や実施上の課題を明らかにし、新人看護職員研修の更なる普及方法を検討すること

である。平成 24 年度は、①新人看護職員研修事業を行っている小規模医療機関等への面

接調査により、新人看護職員研修に関する課題を明らかにする、②病院、有床診療所、介

護老人保健施設の教育責任者、教育担当者、実地指導者、新人看護職員への質問紙調査に

より、主に研修体制、研修に対する意識、各役割における教育ニーズ、研修の成果等を明

らかにすることを目的とした。 

面接調査は 7 施設から協力が得られ、研修責任者 8 名、新人看護職員 8 名のデータが得

られた。そのうち 3 施設については、看護部長 2 名と教育担当者 1 名に対して補足的なイ

ンタビューを行った。質問紙調査は無記名自記式質問紙による郵送調査とし、病院 1800

施設、有床診療所 200 施設を標本数とし、そこに勤務する①研修責任者もしくは看護部門

の長（以下、研修責任者）、②教育担当者、③実地指導者、④新人看護職員を対象とした。 

質問紙調査の回収数（回収率）は、①研修責任者 700 件（35.0％）、②教育担当者 725

件（26.6％）、③実地指導者 670 件（24.5％）、④新人看護職員 625 件（22.9％）であった。

ガイドラインの周知度・理解度について、研修責任者は、ガイドラインを知っている、読

んだことがある割合が 90％以上であった。教育担当者もほぼ同様の傾向があった。一方、

実地指導者は、ガイドラインを知っている割合は 72.9％であったが、読んだことがある割

合は 53.5％であった。さらに、新人看護職員は、ガイドラインを知っている割合が 55.3％

であり、読んだことがある割合は 25.9％であった。  

新人看護職員研修の努力義務化による影響として、よくなったと回答している者が多か

ったのは「新人看護職員を育成することに関する看護職全体の意識」の 74.9％、「備品」

が 53.0％、「新人看護職員を育成することに関する看護部以外の意識」が 50.8％であった。  

以上の調査から、新人看護職員研修の努力義務化により、よくなったと評価している者

が多い一方で、ガイドラインの周知については、課題が残されていることが明らかになっ

た。次年度はさらに詳細な分析を行い、研修成果や研修の更なる普及に向けての課題を明

らかにしていきたいと考えている。 
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Ⅰ．序論  

 

Ａ．研究の背景  

 

看護職者にはより確実な臨床実践能力が

求められているが、臨床実践能力が未熟な

新人看護職員は、ヒヤリ・ハット事例に関

与することも多く、就職1年以内に約8％強

の新人看護職員が離職する（日本看護協会，

2012；日本看護協会2005）。そこで、看護

の質確保、新人看護職員の臨床実践能力の

育成と早期離職予防をねらい、平成21年7

月に保健師助産師看護師法及び看護師等の

人材確保の促進に関する法律の一部を改正

する法律が成立し、平成22年4月から新人看

護職員研修（以下、研修）が努力義務化し

た。新人看護職員を迎える全施設で研修が

実施される体制整備を目的として、新人看

護職員研修ガイドライン（厚生労働省，

2011）（以下、ガイドライン）は策定され

た。 

平成 22 年度から厚生労働省が開始した

「新人看護職員研修事業」において、平成

22 年度は 16.8 億円の予算のうち執行率

73.5％であったが、平成 23 年度には 11.8

億円の予算に対して執行率は 111.3%とな

り、研修実施が着実に促進されている。し

かし制度開始前の調査では（上泉，2010）、

小規模施設での研修導入に対する課題が、

また制度開始後には必要な所に必要な情

報が届いていないことも報告されており

（塚田，2011）、本事業は新人看護職員の

勤務する全施設で活用されていない可能

性が高い。また、指導者層への研修の充実

も課題として残されていた。こうした現状

を踏まえ、制度開始 4 年目にあたり、今後、

研修のさらなる普及と定着促進を目的に、

研修成果や組織体制等の評価、小規模施設

等の実態把握、ガイドラインの見直しが必

須である。  

 本研修は本邦独自の制度であり、海外の

制度との比較が困難であるため、制度開始

後の評価に取り組む意義は大きい。  

 

Ｂ．研究目的  

 

本研究の目的は、新人看護職員研修制度

開始後の研修の実態および研修に対する意

識や実施上の課題を明らかにし、新人看護

職員研修の更なる普及方法を検討すること

である。 

平成 24 年度は、病院、有床診療所の研

修責任者、教育担当者、実地指導者、新人

看護職員への質問紙調査により、研修体制、

研修に対する意識、各役割における教育ニ

ーズ、研修の成果等を把握することを目的

とした。平成 25 年度は、①平成 24 年度調

査結果の詳細な分析、②小規模施設等への

面接調査を行い、新人看護職員研修に関す

る課題をより詳細に明らかにする。さらに、

③平成 22～24 年度に新人看護職員研修事

業の補助金交付を受けた医療施設の研修実

施状況に関する情報から、研修の実態等を

明らかにし、新人看護職員研修をさらに普

及・定着させるための方略、研修責任者を

はじめとする指導者層に対して必要な教育

を導くことを目的とする。  

 

Ｃ．研究の意義  

 

新人看護職員研修制度の研修成果や研修

の普及状況、指導にあたる看護職の教育ニ

ーズが明らかになる。これらから、新人看

護職員研修制度をより普及させるための方

略、新人看護職員を育成する看護職に対す

る研修を体系化させるための知見等が得ら

れ、施策をより洗練させることが可能とな

る。また、研修制度開始後の実情把握によ
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り、新人看護職員研修制度を運用するため

に必要な人的・物的資源がより明確となり、

看護職を質・量の両側面から確保するため

の施策に反映できる。  

さらに、①国民に対する安全な医療提供、

②看護職員の確保と定着及び質の向上、と

いう厚生労働行政の課題に対し貢献する。

①においては特に、新人看護職員を受け入

れる全医療施設で研修が導入されることで、

国民が安全な医療を受けることが可能とな

る、②については特に、新人看護職員研修

制度の普及、充実により、地域や施設の規

模によらず、すべての新人看護職員が臨床

実践能力を獲得することが可能となり、加

えて看護職員のキャリア構築に対する行政

の取り組みが周知徹底されることでより専

門職としての発展、魅力ある職業として位

置づき、質・量の両側面から充足される。  

また、研修制度開始後の全国規模の調査

は未だ実施されていないことから、本研究

成果は、新人看護職員研修制度に関与する

研究を遂行する研究者および研修を実施

している医療施設に有用であり、さらなる

制度の普及、定着および向上に寄与する。 

 

Ⅱ．文献検討  

 

新人看護職員研修制度の現状および課題

を把握するため、努力義務化の前後に報告

された文献について検討した。方法は、医

学中央雑誌 Web 版 Ver.5 データベースを用

いて、2007 年から 2012 年までの論文を対

象に、文献を検索した。 

検索の結果、63 件の文献が抽出された。

63 件の文献を報告年別で整理したところ、

2007 年が 2 件、2008 年が 4 件、2009 年が

1 件、2010 年が 34 件、2011 年が 21 件、

2012 年が 1 件であった。このうち新人看

護職員研修制度の現状および課題について

把握することのできた 57 件の文献を対象

に、文献区分と概要をまとめた。  

 

Ａ．実践報告  

 

実践報告は 28 件であった。報告年別の

件数は、2009 年が 1 件、2010 年が 12 件、

2011 年が 14 件、2012 年が 1 件であった。 

実践報告の内容は、「新人看護職員研修の

見直しと改善」「新人看護職員研修の新たな

構築」「近隣施設やグループ合同における新

人看護職員研修の取り組み」「新人看護職員

研修による成果」「新人看護職員研修に対す

る課題」に大別できた。 

 

１．新人看護職員研修の見直しと改善  

比較的規模の大きな施設では、ほぼ毎年

新卒看護師が入職するため、新人看護職員

研修の努力義務化以前から、独自に新人教

育を実施していた。こうした施設は、2010

年に新人看護職員研修制度が努力義務化さ

れたことを契機に、ガイドラインを活用し

ながら、自施設の教育プログラムやシステ

ムの見直しと改善を図っていた。  

2000 年から教育専任師長を配置してい

た施設では、新人研修制度を継続教育の一

環として位置付け、ラダーシステムと連動

するとともに、屋根瓦方式やローテーショ

ン方式、OJT と集合研修を組み合わせた研

修方法、チェックシートによる技術評価な

どの指導体制を構築していた（庄野 , 2010）。

また、他施設への教育担当者研修の受け入

れ、教育担当者と実地指導者の研修プログ

ラムの改訂、研修手帳の活用なども行われ

ていた（熊谷 , 2010）。さらに、新人看護職

員の能力と組織ニーズの分析をすり合わせ

て、組織・体制づくりに取り組んだ報告（別

府・猪又 , 2010）もあった。実地指導者や

教育担当者の研修については、院外研修に
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出す施設が多いなか、自施設における実地

指導者と教育担当者の教育の充実と拡大を

図っている施設（力石 , 2010）もあった。  

200 床規模の施設では、ガイドラインを

活用することで、これまでのプリセプター

シップによる指導体制を見直して、教育担

当者を各部署に配置し集合教育プログラム

の作成やプリセプターへのサポートに取り

組むようにする、あるいは、教育担当者と

実地指導者が院外プリセプター研修を受講

できるようにする等、研修体制を再構築し

た報告（北村 , 2010）があった。  

プリセプターシップについては教える側

の不安やストレスが課題となるなか、プリ

セプターに加えて新人の教育や指導に携わ

るティーチングナース（教育担当者）を各

部署に配置し、集合研修の内容を部署研修

のすり合わせができるよう働きかけている

ような取り組みを紹介する文献（高屋 , 

2011）もあった。 

 

２．新人看護職員研修の新たな構築  

一方、比較的規模の小さな施設では、新

卒看護師の採用が非常に少ない現状や、採

用のない年度もあり、自施設における教育

プログラムが確立していない状況がある様

子だった。規模の小さな施設において新人

看護職員研修制度を構築していくために、

県看護協会による看護アドバイザーの派遣

（塚田, 2011）、シンポジウムの開催（奥原 , 

2011）、新人教育研修プログラムが未完成

の施設を対象とした「新人教育研修体系支

援研修」の実施（向田・竹内・島田他, 2010）

について報告されていた。  

ガイドラインを活用して新たに新人看護

職員研修プログラムを構築した報告として

は、19 床の有床診療所における事例（三浦 , 

2010）、100 床台の施設取り組み（金本・

清間・仁田, 2010；北口, 2010）があった。 

３．近隣施設やグループ合同における新人

看護職員研修の取り組み 

比較的規模の小さな施設では、自施設だ

けではガイドラインにある看護技術全ての

項目を経験することが難しい状況がある。

脇・国本・石神（2011）は、中小規模の 14

施設が集合してそれぞれの施設でできるこ

とを共同開催した取り組みを紹介している。

合同で講師による集合研修・演習・グルー

プワークの研修を受講して、小規模な院内

でできる研修を実践することにより、新人

看護職員研修を効果的に行うことが可能と

報告していた。  

病床数 200 床程度の近隣の医療機関から

新人看護師を受け入れて合同研修を実施し

ている報告（小野・中山 , 2011）もあった。

所属施設の勤務状況による参加状況の違い、

到達度の個人差、非効果的グループダイナ

ミクスなどの課題、さらには、参加施設へ

の情報提供、参加希望施設とのマッチング

のコーディネートの必要性について指摘さ

れていた。  

 

４．新人看護職員研修による成果  

平成 22 年度に新人看護職員研修制度が

努力義務化され、各施設において新人看護

職員研修に取り組んだことによる影響や成

果について報告があった。  

毎週 1 日を新人研修に充てることについ

て「当たり前」という環境が整備され伸び

やかに研修を行えるようになったこと（中

藤, 2011）や、研修補助金により講師の手

当支給や研修への派遣が可能となったこと

が報告されていた。また、プリセプターシ

ップが有効に作動し指導者側が自覚を持っ

て指導している結果、1 年間の研修が修了

した段階における新人看護職員のアンケー

トで満足度が高かったとの報告（熊川・迫

田・亀谷他, 2012）もあった。また、ロー
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テーション研修の成果として看護技術習得

率の上昇および離職率の低下（熊田・岩崎・

吉田・水野・坂本・上山 , 2010）、インシデ

ント件数の減少（谷口・千葉・山口・木森 , 

2010）や、早期離職予防と医療安全への効

果を示唆する文献（庄野,2010）もあった。 

 

５．新人看護職員研修に対する課題  

こうした成果の反面、新人看護研修に対

する課題も確認できた。例えば、研修体制

としてプリセプターシップを導入している

施設では、プリセプターが自信をもって指

導できる段階には至っておらず、プリセプ

ターに対する充分な支援が必要であると指

摘されていた（熊川・迫田・亀谷他, 2012）。

また、指導者の育成や指導者が指導できる

職場体制を構築する必要性（ウィリアムソ

ン, 2011）、現場で経験する機会の少ない看

護技術評価が困難な現状（中川, 2011）、さ

らには、合同研修体制構築における情報提

供の必要性（小野・中山 , 2011）等が報告

されていた。  

 

Ｂ．解説  

 

解説は 22 件であった。報告年別の件数

は、2010 年が 16 件、2011 年が 6 件であ

った。 

中でも新人看護職員研修制度の努力義務

化後に策定された「新人看護職員研修ガイ

ドライン」について、策定までの経緯・背

景や特徴、新人看護職員研修事業の概要に

関する解説（石垣 , 2010a；石垣,2010b；洪, 

2010；井部, 2011；大島, 2012）が多数見

受けられた。また、基礎教育や臨床現場に

おけるガイドライの活用や評価に関する解

説（上泉, 2010；野村・杉田 , 2010；坂本, 

2010；末永, 2011）もあった。  

Ｃ．研究報告  

 

研究報告は 7 件であった。報告年別の件

数は、2007 年が 2 件、2008 年が 1 件、2010

年が 3 件、2011 年であった。  

新人看護職員研修を実施している施設の

病院特性に関する調査において、300 床以

上の規模の病院の多くが新卒者を中心に採

用し新卒者教育を担っており、200 床以上

の一般病床では患者の安全性への影響が大

きい看護技術の研修が可能であると報告さ

れていた。（小澤・水野・佐藤他，2007）。

しかし、調査対象が関東・近畿の病院に限

られており、全国規模における調査ではな

い。全国規模での調査から新人看護職員の

教育および研修の実態を明らかにし、研修

プログラムのあり方を示唆した研究は 1 件

（上泉, 2010）であった。 

その他には、看護技術習得状況の評価と

して、看護実践能力の評価（三上・大井・

斉藤他, 2010）、専門学校卒業生と看護大学

卒業生における看護実践到達度の評価（滝

島, 2010）、新卒看護師の臨床実践能力の入

職後 1 年間の推移（大松・沖・深川, 2008）、

新しい技術チェックリストの評価（高橋・

小野・細井他, 2007）等、いずれも 1 施設

における報告であった。 
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Ⅲ．研究方法  

 

Ａ．面接調査  

 

１．研究デザイン 

質的記述的研究  

 

２．研究参加者 

 以下、「研修」とは平成 22 年 4 月から開

始された新人看護職員臨床研修をさす。  

 ガイドラインを活用していない医療施設

では、各役割（研修責任者、教育担当者、

実地指導者）を明確に定めていない可能性

もあるため、その役割に近い人を研究参加

者とする。今年度の参加者については、新

人看護職員研修事業による補助金の交付を

受けている病院を対象とした。研究参加者

の所属する病院の病床規模を①199 床以下、

②200～399 床、③400 床以上とし、①～③

の病院から単科、複数科それぞれ 1 施設、

計 7 施設程度を選定した。病床数は、ホー

ムページもしくは病院要覧により確認した。 

 各施設から研修責任者を 1 名程度、新人

看護職員を 1～2 名程度を参加者とした。  

 

３．研究参加者の募り方 

 研究組織に属する研究者らのネットワ

ークを活用し、コンビニエンスサンプリン

グにて組織を選定し、研究参加を依頼した。

具体的には、該当施設の看護部長に研究協

力依頼書と研究参加依頼書・研究参加同意

書を送付し、研究代表者より看護部長に電

話を入れ、電話による説明を行った。研究

協力の了解が得られた場合には、研究参加

候補者（研修責任者 1 名、新人看護職員 1

～2 名）に対して看護部長から研究参加依

頼書・研究参加同意書の配布を依頼した。

資料を受け取った各研究参加候補者は本

研究への参加について、返信用封筒でその

意思を回答するように依頼した。 

 

４．データ収集方法 

ａ．データ収集期間 

平成 24 年 7 月～10 月  

 

ｂ．データ収集方法 

半構成的面接法。いずれの場合にも研究

参加者 1 名につき、原則 1 回 60 分程度の

インタビューを行った。 

インタビューガイドを用いて実施した。

研修責任者には、ガイドラインを活用して

いるか否か、また活用しているとすればど

のような項目をどのように活用しているか、

新人看護職員を支える看護職員に対する支

援の状況や難しさ、各役割に必要と考える

教育等を質問した。新人看護職員には、受

けている指導や支援の実態、ポートフォリ

オの活用状況等、研修受講者側の実態を質

問した。研修責任者、新人看護職員のいず

れにも、研修が導入されたことに対する考

えを自由に語ってもらった。 

 

ｃ．データ分析方法 

面接が終了したら面接内容を逐語録に起

こし、ガイドラインの活用状況、施設にお

ける研修体制や研修の成果等について、共

通性、異質性を意識しながら分析し、コー

ディングし、カテゴリー化した。 

 

５．倫理的配慮 

ａ．研究全般に関する配慮 

本研究は、日本赤十字看護大学研究倫理

審査委員会の承認を得たうえで実施した

（承認番号 2012-52）。 

研究結果は、研究参加者の関連学会や報

告書にて発表すること、研究協力をいただ

いた施設には報告書を送付することを約束

した。また、公表に際しては個人および施
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設を匿名化し、個人および施設が特定され

ないよう配慮した。  

 

ｂ．研究への参加協力を得る過程におけ

る配慮 

本研究ではコンビニエンスサンプリング

で研究参加者を募る際、研究者と研究参加

者が知人である可能性が高いため、以下の

配慮を行った。  

それぞれの研究参加依頼書・研究参加同

意書には、本研究で得られたデータは本研

究のみに用いられること、研究参加の自由

意思および拒否権、プライバシーと個人情

報保護の方法、研究参加により期待される

利益・不利益、研究参加により起こり得る

危険やそれが生じたときの対処、研究中・

終了後の対応、研究結果の公表方法および

還元方法、研究者の連絡先を説明した。ま

た、すでに研究者と研究参加者が知り合い

関係にある場合、申し出を断りにくい可能

性も少なからずあるが、自身の判断に基づ

き研究協力への有無を決定して頂く旨、依

頼した。また、本研究への参加に同意しな

い場合でも、研究者との今までの関係は何

ら変わることも何らかの不利益を被ること

も一切ないことを説明した。  

さらに、研修責任者、新人看護職員を紹

介していただく看護部長には、研究参加依

頼書・研究参加同意書は渡すだけでよいこ

とを丁寧に説明依頼するとともに、本研究

に対する具体的な質問等が研究参加候補者

からあった場合には、看護部長本人が回答

しなくてよいこと、研究参加依頼書・研究

参加同意書に明記してある研究者の連絡先

に連絡するよう勧めることを依頼した。 

研究参加者には、返送された研究参加依

頼書・研究参加同意書を用いて、面接の最

初の時間を利用して、再度本研究に関する

説明を行い、参加の意思を確認した。  

研修責任者、新人看護職員を紹介してい

ただいた看護部長には、研究参加候補者の

参加の許諾はフィードバックしないことを

依頼書に明記した。また、知人である看護

部門の長に依頼する場合には、本研究への

参加に同意しない場合であっても研究者と

の関係は何ら変わらず、不利益を受けない

こと、同意をした場合であってもいつでも

取りやめることができることを丁寧に説明

した。 

 

ｃ．逐語録作成の外部委託に関する手

続き 

 逐語録作成作業はテープ起こし業者に委

託した。その際、個人情報保護の観点から

守秘義務について同意書を得た。  

 研究参加依頼書・研究参加同意書には、

逐語録作成を委託する業者に対して守秘義

務を遵守することを書面にて誓約してもら

うことを明記した。  

 

Ｂ．質問紙調査  

 

１．研究デザイン  

無記名自記式質問紙による郵送調査（実

態調査）  

 

２．研究対象者 

病院および有床診療所に勤務する、①研

修責任者もしくは看護部門の長(以下、研修

責任者)、②教育担当者、③実地指導者、④

新人看護職員。  

 

３．標本数及び対象者数 

標本数および対象者数は表 1 のとおりで

ある。研修責任者に対しては、各施設 1 部

ずつ配布を依頼した。教育担当者、実地指

導者、新人看護職員に対しては、施設病床

数によって 1~3 部ずつ配布を依頼した。 
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４．調査期間 

 平成 24 年 12 月末～3 月 31 日 

 

５．サンプリング 

ａ．病院 

調査対象施設は、都道府県及び病院規模

(届出病床数)別に層化抽出法によって無作

為抽出した。具体的には、全日本病院協会

から使用許諾が得られた全国病院一覧デー

タに基づき、全国の病院を都道府県別の病  

院数と施設病床数に層化した。各層ごとに

比例抽出により、一覧データから選択した。 

 

ｂ．有床診療所 

平成 23 年度および 24 年度に新人看護職

員を採用している有床診療所について、す

でに全国有床診療所協議会から情報提供の

許諾を得ており、そのリストから 200 施設

を抽出した。具体的には、看護師採用のあ

る施設は全数を選定し、准看護師のみの施

設は複数年または複数人の採用がある施設

を選定した。  

 

６．調査項目 

平成 22 年度から開始された新人看護職

員研修制度に関して、制度開始後の研修の

実態、研修に対する意識、実施上の課題等

を把握するために、以下の項目とした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

ｱ. 施設（病院／有床診療所）の特性、

所在地 

ｲ. 看護職員数、新規採用者数、退職者

数 

ｳ. 新人看護職員研修の体制（人員体制

や条件、プログラムの有無／等）  

ｴ. 新人看護職員研修事業に係る補助

金申請と交付状況／等  

ｵ. 新人看護職員研修制度努力義務化

の影響 

ｶ. 新人看護職員研修制度における課

題や困難、要望等  

ｷ. 新人看護職員研修ガイドラインの

到達目標に関する妥当性 

ｸ. 新人看護職員研修ガイドラインの

到達目標に関する到達度、看護活動

の実施頻度  

ｹ. 新人看護職員研修ガイドラインの

到達目標に関しての基礎教育での

学習 

 

 調査項目ア、イ、エ、オは①研修責任者

もしくは看護部門の長のみ、カは④新人看

護職員以外、クは③実地指導者と④新人看  

護職員のみ、ケは④新人看護職員のみ、説

明のない項目はすべての対象者に問う項目

となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1 標本数および対象者数  

標本数

研修責任者
もしくは

看護部門の
長

教育担当者 実地指導者
新人看護
職員

199床以下 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244

200～399床 384 384 768 768 768

400床以上 172 172 516 516 516

200 200 200 200 200

2,000 2,000 2,728 2,728 2,728

病院

有床診療所

合計  
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７．倫理的配慮 

 看護部門の長に研究についての説明と協

力依頼の文書と質問紙のすべてに、研究参

加は自由意思であること、参加に同意しな

い場合も不利益を受けないことを明記し、

質問紙の回収をもって同意とみなした。  

 質問紙を送付する施設を抽出した名簿

（施設名、郵便番号、住所、病床数）は、

研究者、調査委託業者のみが使用し、調査

終了後、溶解処分をする予定である。また、

対象者への負担を減らすために、病床数の

把握を目的として名簿と質問紙にナンバリ

ングをし、名簿と質問紙が連結可能できる

ようにするが、この作業のすべてと発送、

データ集計および分析は個人情報保護方針

を公表している業者に委託していること、

分析データは ID ナンバーによって匿名化

されたデータが業者から研究者に納入され

るよう契約した。  

本研究は日本赤十字看護大学研究倫理審

査委員会の審査を受け、承認を受けた後に

実施された（承認番号 2012-93）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．研究結果 

 

Ａ．面接調査  

 

１．研修責任者 

7 施設 8 名のデータが得られた。看護部

長が 2 名、看護副部長が 1 名、看護師長 4

名、主任 1 名であった。また、3 施設につ

いては、看護部長 2 名と教育担当者 1 名に

対して補足的なインタビューを行った。  

 

ａ．新人看護職員研修事業への参画の要

因 

 研修事業への参画の背景には、研修責任

者の意志だけではなく、参画を後押しする

いくつかの要因があった。  

 

（１）新人教育プログラムの存在 

 病床数 100 床～200 床と小規模施設では、

ガイドライン策定前より、施設におけるあ

る程度の新人教育プログラムが存在して

いた。これは複数の診療科を持つ医療施設、

単科の医療施設ともに同様であり、「ある

程度の教育プログラムはあった」「新人の

教育体制、プログラムはほぼできていた」

「ガイドライン前から院内研修を独自に

やっていた」との意見が聞かれた。  

 

（２）日本看護協会や都道府県看護協

会の働きかけ 

 学会等における日本看護協会の啓蒙活

動、都道府県看護協会における研修・指導

が研修責任者の研修事業参画への意欲を

掻き立てるきっかけとなっていた。「看護

協会の研修で補助金を活用しないと補助

金が出なくなると言われた。やるのであれ

ばもらいたいと思った」「看護学会で努力

義務化になると聞き、うちもやった方がい

いかと思った」との意見が出されていた。 
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（３）補助金獲得と看護実践力向上に

対する意欲 

 研修責任者が研修事業参画への意欲を

掻き立てられた背景には、病院の予算削減、

教育プログラムと看護実践の質を向上さ

せる必要性の認識があった。「病院は前も

って予算を組んで出していかないと急に

はもらえない」「教育と研修にお金をかけ

ることに躊躇する」と厳しい病院経営が求

められる中、研修責任者は「コスト管理が

求められる状況でも教育を避ける訳には

いかない」「（教育プログラムを）やっぱり

きちんとしておかなきゃいけない」「看護

実践の場も変えなくちゃいけない」と考え

ていた。 

 

（４）研修責任者を支える人材やネッ

トワーク 

 研修事業への参画を可能にするには、研

修責任者に示唆を与える部長や院長、事務

長、ネットワーク等の資源が存在しており、

多くの研究参加者からその存在について

重要性が語られていた。行政の指導を受け

た頃、新しい看護部長に変わり、その部長

の力が大きかったと語った研修責任者は

「示唆をくれる人がいないと研修も難し

い。（部長は）持っているネットワークを

使いこなせる人だった」と語っていた。他

にも「副院長の看護師がいた。上司の意志

が強かった」「教育担当のフリーの副部長

がいた」「院長や事務長が教育熱心」等の

意見も出されていた。  

 

ｂ．新人看護職員研修事業を受けたこと

による変化 

 新人看護職員研修事業を受けたことに

より、施設ではこれまでの指導体制や研修

プログラムを見直して、ガイドラインに沿

った内容や方法に変更していた。こうした

取り組みを可能にする要因として補助金

交付の影響は多大であり、さらに新人看護

職員の変化だけでなく、病院の職員全体の

成長や意識、雰囲気までも変化させていた。 

 

（１）指導体制の再構築 

 いずれの施設も病院規模や病床内訳等

の特性に合わせながら教育委員会を構成

しており、教育委員会が新人教育、現任教

育、あるいはキャリア開発ラダー等の企

画・運営を担っていた。新人看護研修事業

を受けたことで「研修責任者からの流れを

立ち上げて、各部署に教育担当者を配置し

た」「教育委員会に教育師長という役職を

つくった」「教育委員会から独立して新人

看護職員研修を実施するようになった」等、

教育委員会を中心とした院内教育システ

ムを再構築していた。また、「プリセプタ

ーとプリセプティーしかやっていなかっ

たが、新人のいるところに教育係（教育担

当者）をつくった」「プリセプターとは別

のスタッフを実地指導者にした」「ストレ

スの大きさで問題となっていたプリセプ

ターシップをやめて、実地指導者とチュー

ターシップに変更した」等、プリセプター

制による指導体制を大きく見直して、役職

のついていない中堅看護師を日替わりで

実地指導者に当てる等の工夫をしていた。 

 

（２）ガイドラインに沿った研修プロ

グラムの検討 

 研修プログラムについて、「集合研修の

内容に大きな変化はない」と語ったのは

500 床規模の施設の研修責任者 1 名だった。

それ以外の施設では、研修プログラムの内

容や方法を「ガイドラインに乗った形」「ガ

イドラインに合うように」「ガイドライン

に沿った形」に再検討していた。集合研修

の方法を変えた結果、「OJT と OFF-JT が
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上手くいくようになった」「集合研修で教

育している統一したラインが見えるよう

になった」等の意見が出されていた。また、

新人研修に並行してキャリア開発ラダー

のレベル 1 を申請する必要のある施設では、

ラダーと新人研修をすり合わせていた。さ

らに、新人だけでなく実地指導者へのフォ

ローアップ研修を導入した施設もあった。 

 

（３）ローテーション研修の導入や変      

更 

 集合研修については、新人をゆっくり育

てることと技術項目の到達目標を達成す

るために、ローテーション研修の導入や、

ローテーション方法を変更した施設が多

かった。「4 月配属後、オリエンテーション

とプリセプター制で指導していた体制か

らローテーション研修を取り入れた。最初

はスタッフの受け入れに抵抗があったが、

徐々にみんなで新人を育てようという気

持ちに変化した。病棟以外の部署も意識が

変化して、新人も成長して病棟に戻ってく

るようになった」「以前は 4 月にローテー

ションを実施していたが効果的でなかっ

たため、ある程度動けるようになった 9 月

から 12 月にローテーション研修をするこ

とにした」等、それぞれの施設の状況に合

わせた工夫をしていた。 

 

（４）技術チェックリストの見直しや

研修手帳の導入 

 技術チェックリストについても、「もと

もと使っていたチェックリストの項目が

網羅されているか見直した」等、ガイドラ

インに沿うように内容を見直して、変更し

ていた。また、診療科による経験の偏りが

生じてしまう施設では、「技術チェックリ

ストと到達目標について教育委員会で検

討して、新人看護師として必要なことと、

整形に特化した内容をアレンジした」「現

場で経験できない技術はシミュレーター

を使用して演習を行った」と、新人看護職

員として必要な最低ラインの看護技術の

到達目標を担保しつつ、自施設に必要な項

目を取り入れるなど、状況に合わせた工夫

をしていた。また、「マイキャリアファイ

ルをつくった」とガイドラインで示してい

る研修手帳を導入した施設もあった。  

 

（５）補助金交付による研修体制と内

容の充実 

 研修事業に参画した施設は、補助金を獲

得したことで研修体制や内容の充実を図

ることができていた。補助金は、研修で使

用するシミュレーターや衛生材料、DVD

や書籍等を購入して研修に必要な備品を

揃えていく他、「看護技術の到達目標でで

きない部分があるので e ラーニングを提供

するようになった」といったハード面の整

備、「外部講師を呼びやすくなった」「新人

に限らず研修に行かせやすくなった」「実

地指導者や教育担当者の研修を入れてい

けそう」等、外部講師の招聘、院外研修に

も使用されていた。病院の厳しい経営事情

から「年間予算で教育と研修にお金をかけ

ることに躊躇する」と語った研修責任者が

いる中、ほとんどの研修責任者が補助金交

付による効果について、「（補助金が）ない

と限られたことしかできない。お金があっ

てはじめて物や設備を整えられるのであ

りがたい」「人と病院を動かせた」と語っ

ていた。  
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（６）看護職員や病院全体の意識や雰

囲気の変化 

 看護職員研修事業は、新人看護職員ばか

りではなく師長・主任、中堅看護師の意識、

病院全体の雰囲気、さらに、他部門の職員

との関係も変化させていた。  

部署ごとに新人教育を任せていた体制

から全体を総括する教育担当師長を配置

するよう体制を変更した研修責任者は

「（教育担当者が部署だけでなく）全体の

新人を見るようになった」と語っていた。  

また、ローテーション研修や実地指導者の

導入により管理職はもちろん役職をもた

ない中堅看護師も新人教育に携わるよう

になり、「師長や主任が考えて企画運営す

ることで成長できた」「濃厚になった」「「中

堅看護師の持っている力を出させるとい

う意味でよかった。考える力を育成するた

めにも、いきいきと仕事をしてもらうため

にも教育は重要」「職員全体が研修に行っ

たりして、外に目が向くようになってき

た」等、看護職員全体の意識や行動が変化

している様子が語られていた。全員で新人

を育てることを病院に浸透させたと語っ

た研修責任者からは、「『この子、誰の子？』

っていうことを言う人が少なくなった」

「他部門から看護部の研修計画のよさを

認めてもらえた。看護部として確立して、

地位が向上した」と、病院の雰囲気、他部

門への影響の大きさが語られていた。  

 

ｃ．ガイドラインの活用に対する意見 

 ガイドラインでは研修体制や看護技術

項目と到達目標が明記され、研修責任者は、

ガイドラインの利用しやすさ、安心感、研

修責任者の役割を明確に位置付けたこと

について肯定的な意見を持っている一方、

経験できない技術項目に対する活用のし

にくさや基礎教育で習得すべき技術との

関連等、様々な意見を抱いていた。  

 

（１）到達目標の利用しやすさ 

 ガイドラインに看護技術の項目と到達

目標が明記されたことについて、多くの研

修責任者が「わかりやすい」という意見を

出していた。特に、到達目標については、

「基本的な技術の到達度が見えやすくな

った。（スタッフにとっては）認識しやす

い、（指導者にとっては）評価しやすい」

と、実際の指導場面や新人評価に活用しや

すいと評価していた。  

 

（２）新人教育の質担保への安心感 

単科における新人教育に不安を抱いて

いた研修責任者は、「安心した。うちが単

科だとしてもこれをやっておけば間違い

がないという自信が持てた」と、ガイドラ

インに沿って新人教育を実施しているこ

とで、新人教育の質を担保しているという

安心感があると語っていた。  

 

（３）研修責任者としての存在 

部署や看護職員全体をまとめていく難

しさ、教育の成果は目に見えるものではな

いと実感していた研修責任者は、ガイドラ

インで研修責任者としての役割が明記さ

れたことについて「私の存在が形になる」

と語っていた。「立場はあってやっている

けど、実績が目に見える訳じゃない。毎日

パソコンに向かっていて立つ瀬がないな

と思っていた。だけど、一生懸命やってい

る訳じゃないですか。国としてそういう風

に役割をつくって、配置して、こんな風に

フォローしてるって。そういう意味で少し

形になったって」とこれまでのやるせなさ

とともに、国がガイドラインでそれぞれの

役割を明確に位置づけたことの意義を評

価していた。  
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（４）経験できない技術項目 

 一方、ガイドラインでは、病棟や施設の

状況によって経験できない項目も含まれ

ており、活用しにくい部分もあることが明

らかになった。例えば、「手術室などな病

棟と全然離れているので使えない部分も

ある」「使っていない薬剤、機器などの経

験は、ないものにしないとしょうがない」

等、一般科の施設、単科の施設ともに意見

が出されていた。手術室など特殊な部署で

は、その部署だからこそ習得して欲しい技

術もあることや、単科の施設からみると逆

に一般科で習得して欲しい項目（例えば認

知症患者への対応）等もある、という意見

が出されていた。  

 

（５）基礎教育で習得すべき看護技術

項目と到達目標とのつながり 

 ガイドラインで示している看護技術の

項目と到達目標について、看護基礎教育課

程で習得すべき技術項目・到達目標の内容

と共通する部分が多いと指摘した研修責

任者は、「実習の段階から意識してやって

いるとそのまま臨床につなげられるかも」

と前向きな評価をしていた。その一方、吸

引等、侵襲性の高い技術は学生に実施させ

ることが難しいと指摘した研修責任者は、

「（基礎教育で習得すべき看護技術項目と

到達目標は）現場とのギャップがすごくあ

る。中途半端にやっても教え直さなきゃい

けないので、学校で一生懸命やらなくでも

構わない。むしろ社会性を学校で教育して

欲しい。技術なんか、こっちでやります」

という意見を出していた。  

 

ｄ．現在の課題および必要な支援 

 研修責任者は組織をまとめる難しさや

指導者の能力不足に課題を抱える中、指導

する側の看護職員の育成に心を砕いてい

た。また、今どきの新人への対応に苦慮し

ながらも、新人が経験を積み重ねていける

ように支援体制を工夫していた。ガイドラ

イン策定により新人看護職員をゆっくり

丁寧に支援できるようになった反面、部署

間のつながり、看護配置加算、2 年目への

支援、他施設との連携、研修場所の確保に

課題が残されていた。  

 

（１）研修責任者として全体をまとめ

る難しさ 

 組織の指導体制や研修プログラムを再

構築するプロセスにおいて、研修責任者は、

自分の役割を築いていくと同時に各部署

や教育委員会をまとめ看護職員の理解と

協力を得ていくことに難しさを経験して

いた。「部署ごとにバラバラのチェックリ

ストを統一していくこと」や「不満を抱え

る教育委員会を巻きこまなきゃいけない」

「教育委員長との連携がうまくできてい

ない」と、研修制度の責任者として苦慮し

ており、師長や主任との兼任について「手

が回らない」という意見も出されていた。 

 

（２）教育担当者、実地指導者の能力

不足と育成 

 集合研修の企画、運営、実施は教育担当

者が担っている施設が多かった。しかし

「ガイドラインにあげられているような

能力を持っている人はなかなかいない」

「教育や講義を上手に教えられない」「ど

んな風にファシリテータ―としての役割を

果たしてよいのか分からない」と、教育担

当者としての能力を満たすような人材を

確保することが難しい現状が語られた。実

地指導者についても、「キャリア開発ラダ

ーのレベル 3 以上」と基準を定めたとして

もそれを満たす人材がおらず、「実習指導

者研修を受けたスタッフ」や「指導できる
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経験のあるスタッフ」等に委任しており、

「実地指導者のベースはバラバラ」という

状況が語られた。  

こうした状況について、研修責任者は

「どういう風に教育担当者と実地指者の

研修をやっていけばよいか」「指導者や講

師をどうやって育てていけばよいか」と指

導者の育成に悩みを抱えていた。指導者の

育成が難しい背景には、「教育担当者や実

地指導者を対象とする研修プログラムは

院内ではなかなかできない」と指導者に必

要な内容の講義ができる人材、ネットワー

ク不足があることが伺えた。また、「計画

したいが手が回らない」「院外研修に出し

ても 2 年くらいで替わってしまうと上手く

進んでいかない」と組織的な課題も残され

ている様子だった。  

 

（３）経験できない技術項目の到達度 

 チェックリストを用いて実地指導者と

ともに看護技術の評価をしても、施設や部

署によっては経験できない項目がある。ま

た膀胱洗浄などは「（臨床では）しなくな

ってきている項目」であり、対応に困惑し

ていた。こうした中、研修責任者は「最後

に職員の到達度を出さなきゃいけない」

「“5”になるようにしている」と意識してお

り、個人の能力に合わせながらローテーシ

ョン研修やシミュレーターを使用した演

習、e ラーニングの導入によって偏りなく

看護技術が経験できるよう工夫していた。

しかし、「個人によっては到達できない」

「経験できない部署もある」「観察力を e

ラーニングでつかむことは難しい」等の限

界も感じていた。中でも単科の施設の研修

責任者からはフィジカルアセスメントや

内科的な処置やケア判断の必要性が高ま

る中、「e ラーニングを実施しても実際には

臨床で経験しないこともあり、新人や 2-3

年目の看護師が単科ということに見えな

い不安がある。そこは e ラーニングを導入

しても難しい」「何年立っても一人前じゃ

ないという思いがあり、人材がとどまらな

い現況がある」との意見が出されていた。 

 

（４）今どきの新人への対応 

新人看護職員については、「勉強の仕方

が分からない」「挨拶から教える」「メンタ

ル面の介入が必要」等、今どきの新人の様

子が語られていた。社会人経験者の新人も

多い様子だった。研修責任者は、「どう指

導したらいいかわからない」「対応が難し

い」と、新人への対応に戸惑いを覚えてお

り、その結果「なかなか夜勤でひとり立ち

できない。個人差や部署による違いもある

が１年経っても自立しない」ケースや、「指

導する方が悩んでしまい、仕事に出てこれ

ないくらい疲れてしまう」「新人への指導

方法について（実地指導者に）指導した結

果、新人に本当に必要なことが言えなくな

っている」状況が発生しているという意見

が出されていた。  

 

（５）膨大な 1 年目の研修と 2 年目

への支援不足 

 施設によっては、新人看護職員の研修が

キャリア開発ラダーの申請に必要となる

研修と並行して実施されており、研修の膨

大さに研修責任者自身「これでいいのか。

研修をしたからって全てが身に付く訳で

はない」と戸惑いを抱えていた。さらに、

2 年目の研修体制が一気に手薄になること

を危惧している研修責任者もおり、「2 年目

からですよね。2 年目以降を充実させるよ

うな企画をしないと」という意見が出され

ていた。  

 

 



15 

 

（６）ローテーション研修による部

署間の連携と看護配置加算の問題 

 ローテーション研修は、新人にとって経

験の偏りを減らし全ての看護技術の到達

目標を達成できることにつながっていた。

しかし一方では、「どこまで指導してもら

ったのか把握が難しい」「看護技術の経験

のつながりが難しい」と部署間における連

携の難しさがある様子だった。  

また、「新人看護師を 1 人として数えな

きゃいけないときがすごい大変。7 月から

配属で夜勤ができてひとり立ちできない

と、7：1 を取るための夜勤加算がクリアで

きない」と看護配置加算への影響も大きく、

スタッフや病棟全体で新人のひとり立ち

に向けてフォローしている現状が語られ

ていた。看護配置加算の問題は、教育担当

者や実地指導者の院外研修への参加にも

影響を及ぼしている様子だった。  

 

（７）他施設との連携と人員確保、研

修場所の確保に関する国の保証 

 教育担当者や実地指導者の院外研修へ

の参加、看護技術の到達目標達成に向けて

「一般科と単科の垣根をとる。連携をとっ

ていく」「他の病院とお互いの専門分野と

して交流するとか、研修に出ている間はこ

ちらの人員が確保できるような形にして

出せるとよい」等、他施設との連携や交流

を行うとともに、それを可能にする人員確

保の必要性について意見があった。  

また、いずれの施設も研修専用の場所は

確保されていなかった。中でもシミュレー

ターを使用するような演習は、空いている

病棟等を使用しており、器材を運ぶ苦労も

語られていた。こうした現状について、「研

修場所。国で義務付けてくれるとよい」と

いう意見が出されていた。  

 

２．新人看護職員 

 7 施設 8 名のデータが得られた。8 名の

勤務年数は 1 年目の新人看護職員が 1 名、

2 年目が 6 名、3 年目が 1 名であった。  

 

ａ．受けている指導や支援の実態 

新人看護職員が主に指導を受けているの

は「プリセプター」であった。しかし、相

談窓口としてのプリセプターとは常に一緒

の勤務体制が組める訳ではないため、「プリ

セプターはいるが日々の担当者は様々」と

部署の指導においてはフォローにつくスタ

ッフとの連携が必要となっていた。 

また、配属部署によっては固有の生活援

助技術や診療の補助技術が存在し、その特

徴を組み込んだ独自のチェックリストを作

成していた。それらのチェックリストを活

用し、新人看護職員が「最初は先輩たちに

ついて見て、そのあとは指導の下でやって

みて、終わってからアドバイスを受ける」

と述べているように、ステップを踏めるよ

うな指導方法がとられていた。  

ローテーション研修は 4 施設が実施して

いた。配属部署が決定する前の入職直後に

ローテーション研修に入る施設と、部署の

様子がある程度把握できた後にローテーシ

ョン研修に入る施設とがあった。前者は「ロ

ーテーションで見ることで、それから配属

先の希望を出すことができた」という意見

が聞かれ、後者は「ローテーションをした

ことで他部署の人と面識を持ててよかっ

た」という意見であった。  

集合研修は新人看護職員の採用が少数で

あっても、長期間かけて定期的に行われて

いた。集合研修で同期と交流が持てること

は「楽しみであり、リフレッシュできる時

間」と語っていた。病院外の研修としては、

看護協会や、医療メーカー主催の研修に参

加していた。この場合も他病院に就職した



16 

 

同期や仲間との交流が図れて有意義という

意見が聞かれた。  

新人看護職員研修事業については「知ら

ない」「聞いたことがない」と十分理解して

いない状況であったが、入職後の研修に関

して「研修があるとは思っていたけれどこ

こまでしっかりやってくれるとは思ってい

なかった」「かなり充実した研修を受けられ

ていて安心につながっている」という意見

が聞かれた。  

 

ｂ．看護実践能力の評価状況 

評価を受ける時期としては「技術を一回

経験したごとに」「3 カ月ごとくらいに」「自

分から声をかけて評価してもらう」等、さ

まざまな意見があった。しかし評価方法と

しては、ほとんどの施設がチェックリスト

を活用していて、「一部見守りが必要だが、

もう一度経験すれば到達するので、なるべ

くこのケアを多くつけよう」等、到達度を

一緒に確認し合いながら評価を受けている

という意見が多かった。 

評価にあたっては、同一の指導者に担当

してもらう訳ではないため、評価を担当す

る人が新人看護職員の到達度を確認できる

ように、記録物を病棟に置いて共有してい

た。 

採血、点滴管理、経管栄養等、実施回数

の少ない技術に対しては、まず模型や視覚

教材を使って練習したのち新人同士や先輩

の腕を借りて行い、評価を受けていた。ま

た、ごくまれにしか経験しない膀胱洗浄や

バルーン挿入などは他病棟に出向いて経験

させてもらうこともあるとのことだった。  

 

ｃ．学びを把握する資料の活用状況 

「これが出来れば日勤のこと全部できる

というのをプリセプターさんが作ってくれ

た」「振り返り用に自由に使えるノートと手

技をチェックしてもらうファイル」「実習み

たいに毎日書いていた記録があって」等、

病院全体で統一されたマニュアル、病棟ご

とに必要事項が盛り込まれたファイルやチ

ェックリスト、新人看護職員が日々の振り

返り用に使う記録や勉強会のノート等、か

なり多くの記録物があった。「プリセプター

さんとかのコメントをすごい読んで、それ

を見ながら勉強している」「2 年目の今もチ

ェックリスト活用している」と有効に活用

できている資料もあれば、「入職時にもらう

マニュアルは細かい手技のリストとかあっ

てすごい多くて」と活用しきれていないも

のも存在していた。 

1 年間で全ての内容を網羅するのは難し

く、また配属部署によっては重症の患者を

受け持つ時期が 2 年目に入ってからという

状況にあり、「1 年間終えて 2 年目に入る段

階で何が出来ていないのかをリストアップ

している」とチェックリストを活用して到

達すべき技術は出来るだけ経験できるよう

にしつつ、1 年目のみの活用とは限らず 2

年目へと継続的に活用している状況も聞か

れた。 

 

ｄ．研修事業に対する思い 

新人看護職員研修事業が開始されたこと

について、新人看護職員のほとんどは「知

らない」と答えている。「聞いたことがある」

と答えた 2 名はいずれも看護学生時代に聞

いていた。  

就職施設を決めるにあたっては、教育体

制の整っているところを希望し、実際充実

した研修を受けられていて満足感を抱いて

いるが、現行の研修体制と新人看護職員研

修事業との結びつきに対する理解は低かっ

た。「就職説明会では、新人教育をしっかり

していますと聞くがそれがどういう方法と

かまで聞かないので、その辺がうまく伝わ
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るといい」「やはり入職前に知っていたほう

が良い、自分が就職希望している病院が補

助金受けていなかったら、教育体制ちゃん

としてるのかなと思ってしまう」等、学生

時代もしくは入職前に確かな知識として持

っていて、就職説明会時に研修内容が把握

できた方が良いという意見が聞かれた。  

また、「いずれ認定看護師の資格を取りた

いと思っている、そのようなところへも補

助金が活用されると良いなと思う」「シミュ

レータは学生時代も使ったが、新人看護師

として活用するときは真剣みが違う」等、

補助金の活用に対する希望も聞かれた。  

 

ｅ．研修受講者側の思い 

研修を受けていく中で、困ったこととし

て「プリセプターとの勤務が合わなくて、

人によって言うことが違う時があり困っ

た」「病棟に新人として一人だったので、ど

のくらいのペースで自分が進んでいるのか

わからず不安だった」という意見が聞かれ

た。 

一方で「勤務もプリセプターとなるべく

重なるように考えて組んでくれて、手厚い

指導が受けられていると感じている」「一人

でも、聞きやすいし比べられないので良か

った」という意見もあった。プリセプター

との勤務が重ならない場合、指導の統一が

図れていないと困惑しているが、病棟の指

導体制や雰囲気は新人看護職員にとって学

びやすい環境ととらえられていた。  

また、新人が一人で配属された場合は、

情報交換できず入職初期はつらいと感じて

いた。しかし、その分集合研修で同期に会

えることが楽しみと感じていて、集合研修

が定期的に組まれていることをほとんどの

人が貴重な時間ととらえていた。ローテー

ション研修を受けた新人看護職員の中には

「ローテーションの期間が長かったので、

病棟のことをもう少し早い段階から学びた

かった」と時期や期間に対する一考を望む

意見もあった。  
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Ｂ．質問紙調査 

 

１．回収状況 

 回収数および回収率を表 2 に示す。 

質問紙調査の回収数（回収率）は、①研修

責任者 700 件(35.0％)、②教育担当者 725

件（26.6％）、③実地指導者 670 件（24.5％）、

④新人看護職員 625 件（22.9％）であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．回答施設の現状 

施設種別を表 3 に、病院については許可

病床数を表 4 に示す。許可病床数の平均は

205.79(SD=153.96)であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 回収数および回収率 

研修責任者
もしくは

看護部門の長
教育担当者 実地指導者

新人看護
職員

合計

回収数 700 725 670 625 2720

配布数 2000 2728 2728 2728 10184

回収率 35.0% 26.6% 24.5% 22.9% 26.7%
 

 

表 3 施設種別および回収率  

n % 回収率

病院 650 92.9 36.1%

有床診療所 50 7.1 25.0%
無回答 - - -

合計 700 100.0 100.0  

 

 

表 4 許可病床数 

n %

99床以下 141 21.7

100～199床以下 282 43.4
200～499床以下 187 28.8
500床以上 33 5.1
無回答 7 1.1

合計 650 100.0  
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３．新人看護職員研修の実施状況 

新人看護職員研修の実施状況について、  

病院と有床診療所とを分けて集計した平成  

22～24 年度にいずれかでの新人看護職員

の採用の有無を表 5 に、新人研修プログラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムの有無を表 6 に、プログラム開始の時期

を表 7 に、プログラム見直しの時期を表 8

に、研修手帳の活用を表 9 に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5 新人看護職員の採用の有無（平成 22～24 年度のいずれか） 

n % n % n %

はい 541 77.3 522 80.3 19 38.0

いいえ 159 22.7 128 19.7 31 62.0
無回答 - - - - - -

合計 700 100.0 650 100.0 50 100.0

全体 病院 有床診療所

 

 

表 6 新人看護職員研修のプログラムの有無  

n % n % n %

ある 530 98.0 514 98.5 16 84.2

ない 8 1.5 5 1.0 3 15.8

無回答 3 0.6 3 0.6      -      -

計 541 100.0 522 100.0 19 100.0

病院 有床診療所全体

 

 

表 7 プログラム開始の時期  

n % n % n %

平成22年度以前から 400 75.5 394 76.7 6 37.5

平成22年度から 68 12.8 64 12.5 4 25.0

平成23年度から 44 8.3 41 8.0 3 18.8

平成24年度から 9 1.7 7 1.4 2 12.5

無回答 9 1.7 8 1.6 1 6.3

計 530 100.0 514 100.0 16 100.0

全体 病院 有床診療所

 

 

表 8 プログラム見直しの時期  

n % n % n %

毎年行っている 464 87.5 456 88.7 8 50.0

２～３年に１回行っている 44 8.3 40 7.8 4 25.0

４年以上行っていない 12 2.3 9 1.8 3 18.8

無回答 10 1.9 9 1.8 1 6.3

計 530 100.0 514 100.0 16 100.0

全体 病院 有床診療所

 

 

表 9 研修手帳の活用  

n % n % n %

活用している 206 38.9 203 39.5 3 18.8

一部活用している 100 18.9 98 19.1 2 12.5

活用していない 173 32.6 165 32.1 8 50.0

無回答 51 9.6 48 9.3 3 18.8

計 530 100.0 514 100.0 16 100.0

全体 病院 有床診療所
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４．新人看護職員研修事業に係る補助金申

請と交付状況 

新人看護職員研修事業に係る補助金申請

と交付状況について、全体を表 10-1、病院

を表 10-2、有床診療所を表 10-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．新人看護職員研修の努力義務化による

影響および補助金交付による影響 

新人看護職員研修の努力義務化による影

響について、全体を表 11-1 および図 1 に、

病院を表 11-2 に、有床診療所を表 11-3 に

示す。また、補助金の交付による影響につ

いて、全体を表 12-1 および図 2 に、病院

を表 12-2に、有床診療所を表 12-3に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努力義務化の影響としてよくなったと回

答している者が、「新人看護職員を育成する

ことに関する看護職全体の意識」で 74.9％、

「備品」が 53.0％、「新人看護職員を育成

することに関する看護部以外の意識」が

50.8％であった。  

表 10-1 新人看護職員研修事業に係る補助金申請と交付状況について（全体）  

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

申請し交付された 302 57.0 411 77.5 305 57.5
申請したが辞退した      -      -      -      - 3 0.6
申請したが交付されなかった 5 0.9 2 0.4 5 0.9
申請しなかった 164 30.9 86 16.2 98 18.5
その他 10 1.9 6 1.1 51 9.6
無回答 49 9.2 25 4.7 68 12.8

計 530 100.0 530 100.0 530 100.0

平成23年度平成22年度 平成24年度

 

 

表 10-2 新人看護職員研修事業に係る補助金申請と交付状況について（病院）  

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

申請し交付された 299 58.2 406 79.0 303 58.9
申請したが辞退した      -      -      -      - 3 0.6
申請したが交付されなかった 5 1.0 2 0.4 5 1.0
申請しなかった 156 30.4 79 15.4 89 17.3
その他 8 1.6 5 1.0 50 9.7
無回答 46 8.9 22 4.3 64 12.5

計 514 100.0 514 100.0 514 100.0

平成22年度 平成23年度 平成24年度

 

 

表 10-3 新人看護職員研修事業に係る補助金申請と交付状況について（有床診療所）  

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

申請し交付された 3 18.8 5 31.3 2 12.5
申請したが辞退した      -      -      -      -      -      -
申請したが交付されなかった      -      -      -      -      -      -
申請しなかった 8 50.0 7 43.8 9 56.3
その他 2 12.5 1 6.3 1 6.3
無回答 3 18.8 3 18.8 4 25.0

計 16 100.0 16 100.0 16 100.0

平成22年度 平成23年度 平成24年度
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表 11-1 新人看護職員研修の努力義務化による影響について（全体） 

よくなった 変わらない 悪くなった 無回答 計

ｎ 287 236 3 15 541
％ 53.0 43.6 0.6 2.8 100.0
ｎ 112 406 3 20 541
％ 20.7 75.0 0.6 3.7 100.0
ｎ 153 364      - 24 541
％ 28.3 67.3      - 4.4 100.0
ｎ 50 466 2 23 541
％ 9.2 86.1 0.4 4.3 100.0
ｎ 7 501      - 33 541
％ 1.3 92.6      - 6.1 100.0
ｎ 78 439      - 24 541
％ 14.4 81.1      - 4.4 100.0
ｎ 26 484 5 26 541
％ 4.8 89.5 0.9 4.8 100.0
ｎ 66 449 4 22 541
％ 12.2 83.0 0.7 4.1 100.0
ｎ 105 409 10 17 541
％ 19.4 75.6 1.8 3.1 100.0
ｎ 134 388 1 18 541
％ 24.8 71.7 0.2 3.3 100.0
ｎ 184 335 1 21 541
％ 34.0 61.9 0.2 3.9 100.0
ｎ 160 356 6 19 541
％ 29.6 65.8 1.1 3.5 100.0
ｎ 405 123 1 12 541
％ 74.9 22.7 0.2 2.2 100.0
ｎ 275 253 1 12 541
％ 50.8 46.8 0.2 2.2 100.0

全体

（４）人員配置

（５）他施設との連携

（６）医療安全

（７）新人看護職員の離職率

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

ｂ．図書館（施設周辺）

ｃ．インターネット環境

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

 

 

 

50.8

74.9

29.6

34.0

24.8

19.4

12.2

4.8

14.4

1.3

9.2

28.3

20.7

53.0

46.8

22.7

65.8

61.9

71.7

75.6

83.0

89.5

81.1

92.6

86.1

67.3

75.0

43.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（９）看護部以外の意識

（８）看護職全体の意識

（７）新人看護職員の離職率

（６）医療安全

（５）他施設との連携

（４）人員配置

ｅ．研修室

ｄ．学習室

ｃ．インターネット環境

ｂ．図書館（施設周辺）

ａ．図書室（院内）

（３）学習環境

（２）衛生材料等消耗品

（１）備品

よくなった

変わらない

悪くなった

無回答

 

図 1 新人看護職員研修の努力義務化による影響について（全体） 
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表 11-2 新人看護職員研修の努力義務化による影響について（病院） 

計 よくなった 変わらない 悪くなった 無回答

ｎ 522 282 224 3 13
％ 100.0 54.0 42.9 0.6 2.5
ｎ 522 107 394 3 18
％ 100.0 20.5 75.5 0.6 3.4
ｎ 522 151 349      - 22
％ 100.0 28.9 66.9      - 4.2
ｎ 522 47 452 2 21
％ 100.0 9.0 86.6 0.4 4.0
ｎ 522 6 487      - 29
％ 100.0 1.1 93.3      - 5.6
ｎ 522 24 469 5 24
％ 100.0 4.6 89.8 1.0 4.6
ｎ 522 24 469 5 24
％ 100.0 4.6 89.8 1.0 4.6
ｎ 522 65 433 4 20
％ 100.0 12.5 83.0 0.8 3.8
ｎ 522 101 397 9 15
％ 100.0 19.3 76.1 1.7 2.9
ｎ 522 133 372 1 16
％ 100.0 25.5 71.3 0.2 3.1
ｎ 522 179 323 1 19
％ 100.0 34.3 61.9 0.2 3.6
ｎ 522 152 348 6 16
％ 100.0 29.1 66.7 1.1 3.1
ｎ 522 398 113 1 10
％ 100.0 76.2 21.6 0.2 1.9
ｎ 522 268 243 1 10
％ 100.0 51.3 46.6 0.2 1.9

（６）医療安全

（７）新人看護職員の離職率

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

ｂ．図書館（施設周辺）

ｃ．インターネット環境

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（４）人員配置

（５）他施設との連携

病院

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

 

 

表 11-3 新人看護職員研修の努力義務化による影響について（有床診療所）  

計 よくなった 変わらない 悪くなった 無回答

ｎ 19 5 12      - 2
％ 100.0 26.3 63.2      - 10.5
ｎ 19 5 12      - 2
％ 100.0 26.3 63.2      - 10.5
ｎ 19 2 15      - 2
％ 100.0 10.5 78.9      - 10.5
ｎ 19 3 14      - 2
％ 100.0 15.8 73.7      - 10.5
ｎ 19 1 14      - 4
％ 100.0 5.3 73.7      - 21.1
ｎ 19 4 13      - 2
％ 100.0 21.1 68.4      - 10.5
ｎ 19 2 15      - 2
％ 100.0 10.5 78.9      - 10.5
ｎ 19 1 16      - 2
％ 100.0 5.3 84.2      - 10.5
ｎ 19 4 12 1 2
％ 100.0 21.1 63.2 5.3 10.5
ｎ 19 1 16      - 2
％ 100.0 5.3 84.2      - 10.5
ｎ 19 5 12      - 2
％ 100.0 26.3 63.2      - 10.5
ｎ 19 8 8      - 3
％ 100.0 42.1 42.1      - 15.8
ｎ 19 7 10      - 2
％ 100.0 36.8 52.6      - 10.5
ｎ 19 7 10      - 2
％ 100.0 36.8 52.6      - 10.5

（７）新人看護職員の離職率

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

ｃ．インターネット環境

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（４）人員配置

（５）他施設との連携

（６）医療安全

有床診療所

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

ｂ．図書館（施設周辺）
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表 12-1 補助金の交付による影響について（全体）  

よくなった 変わらない 悪くなった 無回答 計

ｎ 300 119 2 12 433
％ 69.3 27.5 0.5 2.8 100.0
ｎ 101 316 2 14 433
％ 23.3 73.0 0.5 3.2 100.0
ｎ 102 314      - 17 433
％ 23.6 72.5      - 3.9 100.0
ｎ 49 364 1 19 433
％ 11.3 84.1 0.2 4.4 100.0
ｎ 6 400 1 26 433
％ 1.4 92.4 0.2 6.0 100.0
ｎ 55 360      - 18 433
％ 12.7 83.1      - 4.2 100.0
ｎ 21 390 3 19 433
％ 4.8 90.1 0.7 4.4 100.0
ｎ 39 371 3 20 433
％ 9.0 85.7 0.7 4.6 100.0
ｎ 75 337 6 15 433
％ 17.3 77.8 1.4 3.5 100.0
ｎ 90 327      - 16 433
％ 20.8 75.5      - 3.7 100.0
ｎ 118 301      - 14 433
％ 27.3 69.5      - 3.2 100.0
ｎ 117 295 6 15 433
％ 27.0 68.1 1.4 3.5 100.0
ｎ 272 149 1 11 433
％ 62.8 34.4 0.2 2.5 100.0
ｎ 221 201      - 11 433
％ 51.0 46.4      - 2.5 100.0

全体

（４）人員配置

（５）他施設との連携

（６）医療安全

（７）新人看護職員の離職率

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

ｂ．図書館（施設周辺）

ｃ．インターネット環境

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

 

 

 

51.0

62.8

27.0

27.3

20.8

17.3

9.0

4.8

12.7

1.4

11.3

23.6

23.3

69.3

46.4

34.4

68.1

69.5

75.5

77.8

85.7

90.1

83.1

92.4

84.1

72.5

73.0

27.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（９）看護部以外の意識

（８）看護職全体の意識

（７）新人看護職員の離職率

（６）医療安全

（５）他施設との連携

（４）人員配置

ｅ．研修室

ｄ．学習室

ｃ．インターネット環境

ｂ．図書館（施設周辺）

ａ．図書室（院内）

（３）学習環境

（２）衛生材料等消耗品

（１）備品

よくなった

変わらない

悪くなった

無回答

 

図 2 補助金の交付による影響について（全体） 
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表 12-2 補助金の交付による影響について（病院）  

計 よくなった 変わらない 悪くなった 無回答

ｎ 428 297 117 2 12
％ 100.0 69.4 27.3 0.5 2.8
ｎ 428 99 313 2 14
％ 100.0 23.1 73.1 0.5 3.3
ｎ 428 101 310      - 17
％ 100.0 23.6 72.4      - 4.0
ｎ 428 48 360 1 19
％ 100.0 11.2 84.1 0.2 4.4
ｎ 428 6 396 1 25
％ 100.0 1.4 92.5 0.2 5.8
ｎ 428 55 355      - 18
％ 100.0 12.9 82.9      - 4.2
ｎ 428 20 386 3 19
％ 100.0 4.7 90.2 0.7 4.4
ｎ 428 38 367 3 20
％ 100.0 8.9 85.7 0.7 4.7
ｎ 428 73 335 5 15
％ 100.0 17.1 78.3 1.2 3.5
ｎ 428 90 322      - 16
％ 100.0 21.0 75.2      - 3.7
ｎ 428 117 297      - 14
％ 100.0 27.3 69.4      - 3.3
ｎ 428 115 292 6 15
％ 100.0 26.9 68.2 1.4 3.5
ｎ 428 270 146 1 11
％ 100.0 63.1 34.1 0.2 2.6
ｎ 428 218 199      - 11
％ 100.0 50.9 46.5      - 2.6

（６）医療安全

（７）新人看護職員の離職率

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

ｂ．図書館（施設周辺）

ｃ．インターネット環境

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（４）人員配置

（５）他施設との連携

病院

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

 

 

図 12-3 補助金の交付による影響について（有床診療所）  

計 よくなった 変わらない 悪くなった 無回答

ｎ 5 3 2      -      -
％ 100.0 60.0 40.0      -      -
ｎ 5 2 3      -      -
％ 100.0 40.0 60.0      -      -
ｎ 5 1 4      -      -
％ 100.0 20.0 80.0      -      -
ｎ 5 1 4      -      -
％ 100.0 20.0 80.0      -      -
ｎ 5      - 4      - 1
％ 100.0      - 80.0      - 20.0
ｎ 5      - 5      -      -
％ 100.0      - 100.0      -      -
ｎ 5 1 4      -      -
％ 100.0 20.0 80.0      -      -
ｎ 5 1 4      -      -
％ 100.0 20.0 80.0      -      -
ｎ 5 2 2 1      -
％ 100.0 40.0 40.0 20.0      -
ｎ 5      - 5      -      -
％ 100.0      - 100.0      -      -
ｎ 5 1 4      -      -
％ 100.0 20.0 80.0      -      -
ｎ 5 2 3      -      -
％ 100.0 40.0 60.0      -      -
ｎ 5 2 3      -      -
％ 100.0 40.0 60.0      -      -
ｎ 5 3 2      -      -
％ 100.0 60.0 40.0      -      -

（８）新人看護職員を育成する
ことに対する看護職全体の意
（９）新人看護職員を育成する
ことに対する看護部以外

ｄ．学習室

ｅ．研修室

（４）人員配置

（５）他施設との連携

（６）医療安全

（７）新人看護職員の離職率

（１）備品

（２）衛生材料等消耗品

（３）学習環境

ａ．図書室（院内）

ｂ．図書館（施設周辺）

ｃ．インターネット環境

有床診療所
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６．ガイドラインの周知度・理解度 

 ガイドラインの周知度・理解度について、

全体を表 13-1 に、病院を表 13-2 に、有床

診療所を表 13-3 に示す。 

 研修責任者については、ガイドラインを

知っている、読んだことがあると答えた割

合が 90％以上であった。また、それぞれの

役割についても 90％近くが知っていた。教

育担当者もほぼ同様の傾向があった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実地指導者は、ガイドラインを知っている

と答えた割合は 72.9％であったが、読んだ

ことがあると答えた割合は 53.5％であっ

た。さらに、新人看護職員は、ガイドライ

ンを知っていると答えた割合が 55.3％で

あり、読んだことがあると答えた割合は、

25.9％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 13-1 ガイドラインの周知度・理解度（全体）  

ｎ(700) ％ ｎ(723) ％ ｎ(669) ％ ｎ(622) ％

はい 660 94.3 681 94.2 488 72.9 344 55.3

いいえ 35 5.0 42 5.8 176 26.3 276 44.4
無回答 5 0.7 0 0.0 5 0.7 2 0.3
はい 632 90.3 632 87.4 358 53.5 169 27.2
いいえ 63 9.0 90 12.4 305 45.6 450 72.3
無回答 5 0.7 1 0.1 6 0.9 3 0.5
はい 655 93.6 672 92.9 471 70.4 338 54.3
いいえ 37 5.3 49 6.8 191 28.6 280 45.0
無回答 8 1.1 2 0.3 7 1.0 4 0.6
はい 619 88.4 612 84.6 360 53.8 161 25.9
いいえ 67 9.6 105 14.5 300 44.8 455 73.2
無回答 14 2.0 6 0.8 9 1.3 6 1.0

「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の言葉を
聞いたことがあるか
「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の役割を
知っているか

研修責任者 教育担当者 実地指導者 新人看護職員

ガイドラインを知っているか

ガイドラインを読んだことは
あるか

 

 

表 13-2 ガイドラインの周知度・理解度（病院）  

ｎ(650) ％ ｎ(703) ％ ｎ(650） ％ ｎ(602) ％

はい 631 97.1 668 95.0 476 73.2 330 54.8
いいえ 14 2.2 35 5.0 170 26.2 270 44.9
無回答 5 0.8      -      - 4 0.6 2 0.3
はい 612 94.2 621 88.3 347 53.4 160 26.6
いいえ 33 5.1 81 11.5 298 45.8 439 72.9
無回答 5 0.8 1 0.1 5 0.8 3 0.5
はい 624 96.0 657 93.5 461 70.9 325 54.0
いいえ 18 2.8 44 6.3 183 28.2 273 45.3
無回答 8 1.2 2 0.3 6 0.9 4 0.7
はい 598 92.0 602 85.6 351 54.0 151 25.1
いいえ 39 6.0 95 13.5 291 44.8 445 73.9
無回答 13 2.0 6 0.9 8 1.2 6 1.0

ガイドラインを知っているか

ガイドラインを読んだことは
あるか

「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の言葉を
聞いたことがあるか
「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の役割を
知っているか

研修責任者 教育担当者 実地指導者 新人看護職員

 

 

表 13-3 ガイドラインの周知度・理解度（有床診療所）  

ｎ(50) ％ ｎ(20) ％ ｎ(19) ％ ｎ(20) ％

はい 29 58.0 13 65.0 12 63.2 14 70.0
いいえ 21 42.0 7 35.0 6 31.6 6 30.0
無回答      -      -      -      - 1 5.3      -      -
はい 20 40.0 11 55.0 11 57.9 9 45.0
いいえ 30 60.0 9 45.0 7 36.8 11 55.0
無回答      -      -      -      - 1 5.3      -      -
はい 31 62.0 15 75.0 10 52.6 13 65.0
いいえ 19 38.0 5 25.0 8 42.1 7 35.0
無回答      -      -      -      - 1 5.3      -      -
はい 21 42.0 10 50.0 9 47.4 10 50.0
いいえ 28 56.0 10 50.0 9 47.4 10 50.0
無回答 1 2.0      -      - 1 5.3      -      -

実地指導者 新人看護職員

ガイドラインを知っているか

ガイドラインを読んだことは
あるか

「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の言葉を
聞いたことがあるか
「研修責任者」「教育担当
者」「実地指導者」の役割を
知っているか

研修責任者 教育担当者
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７．新人看護職員研修で課題・困難と感じ

ていること 

 新人看護職員研修で課題・困難と感じて

いることについて、研修責任者の回答を表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-1 に、教育担当者の回答を表 14-2 に、

実地指導者の回答を表 14-3 に示す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14-1 研修責任者が課題・困難と感じていること          【複数回答】 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

教育担当者や実地指導者の育成 323 59.7 315 60.3 8 42.1

教育担当者や実地指導者の疲労や負担が大きい 296 54.7 291 55.7 5 26.3

研修と実践の統合 292 54.0 288 55.2 4 21.1

人員に余裕がない 283 52.3 275 52.7 8 42.1

スタッフの負担 282 52.1 274 52.5 8 42.1

教育担当者の役割が兼任である 275 50.8 265 50.8 10 52.6

新人看護職員の心のケアが必要である 259 47.9 253 48.5 6 31.6

新人看護職員の背景や準備状態がさまざまである 250 46.2 243 46.6 7 36.8

研修環境の充実 245 45.3 239 45.8 6 31.6

指導者の人材不足 234 43.3 227 43.5 7 36.8

教育担当者の役割を果たすのに時間外になってしまう 231 42.7 229 43.9 2 10.5

新人看護職員の成長の問題 226 41.8 219 42.0 7 36.8

研修プログラムの評価・見直し 222 41.0 217 41.6 5 26.3

配置部署による経験項目の格差 222 41.0 221 42.3 1 5.3

教育担当者や実地指導者のサポートが難しい 199 36.8 195 37.4 4 21.1

新人看護職員の採用がない・少ない 180 33.3 174 33.3 6 31.6

研修内容の充実 174 32.2 168 32.2 6 31.6

研修プログラムの企画・運用（目標設定を含む） 155 28.7 151 28.9 4 21.1

研修時間の確保ができない 147 27.2 141 27.0 6 31.6

組織文化の醸成 146 27.0 143 27.4 3 15.8

研修費の確保 128 23.7 128 24.5      -      -

新人看護職員の負担・疲労を考慮することが難しい 106 19.6 102 19.5 4 21.1

他施設との連携 100 18.5 95 18.2 5 26.3

ガイドラインの共有化 80 14.8 79 15.1 1 5.3

研修体制の構築が難しい 78 14.4 76 14.6 2 10.5

新人看護職員研修事業に係る補助金申請 62 11.5 60 11.5 2 10.5

その他 10 1.8 10 1.9      -      -

無回答 18 3.3 18 3.4      -      -

計 541 100.0 522 100.0 19 100.0

全体 病院 有床診療所
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研修責任者については、回答数が最も多

かった項目は、「教育担当者や実地指導者の

育成」323 件（59.7％）であった。次いで、

「教育担当者や実地指導者の疲労や負担が

大きい」296 件（54.7％）、「研修と実践の

統合」292 件（54.0％）、「人員に余裕がな

い」283 件（52.3％）、「スタッフの負担」

282 件（52.1％）、「教育担当者の役割が兼

任である」275 件（50.8％）であった。一

方、回答数が少なかった項目は、「新人看護

職員の負担・疲労を考慮することが難しい」

106 件（19.6％）、「他施設との連携」100

件（18.5％）、「ガイドラインの共有化」80

件（14.8％）、「研修体制の構築が難しい」

78 件（14.4％）、「新人看護職員研修事業に

係る補助金申請」62 件（11.5％）であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育担当者については、回答数が最も多

かった項目は、「人員に余裕がない」377

件（52.1％）であった。次いで、「新人看護

職員の心のケアが必要である」 359 件

（49.7％）、「教育担当者の役割を果たすの

に時間外になってしまう」356 件（49.2％）、

「実地指導者の疲労や負担が大きい」350

件（48.4％）、「部署で求められる能力と看

護基礎教育終了時点で期待される能力との

格差が大きい」342 件（47.3％）と続き、

回答率 40％以上の項目は、15 項目中 10 項

目をしめていた。一方、回答数が少なかっ

た項目は、「新人看護職員の負担・疲労を考

慮することが難しい」203 件（28.1％）、「研

修時間の確保ができない」166 件（23.0％）

であった。 

表 14-2 教育担当者が課題・困難と感じていること          【複数回答】 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人員に余裕がない 377 52.1 366 52.1 11 55.0

新人看護職員の心のケアが必要である 359 49.7 348 49.5 11 55.0

教育担当者の役割を果たすのに時間外になってしまう 356 49.2 352 50.1 4 20.0

実地指導者の疲労や負担が大きい 350 48.4 344 48.9 6 30.0

部署で求められる能力と看護基礎教育終了時点で期待
される能力との格差が大きい

342 47.3 335 47.7 7 35.0

教育担当者の役割が兼任である 334 46.2 325 46.2 9 45.0

部署全体での指導体制を構築することが難しい 312 43.2 304 43.2 8 40.0

実地指導者の資質や能力を育成することが難しい 311 43.0 305 43.4 6 30.0

研修プログラムの評価が難しい 302 41.8 295 42.0 7 35.0

実地指導者の人材が不足している 297 41.1 292 41.5 5 25.0

研修プログラムの企画が難しい 239 33.1 232 33.0 7 35.0

実地指導者のサポートが難しい 226 31.3 222 31.6 4 20.0

新人看護職員の負担・疲労を考慮することが難しい 203 28.1 194 27.6 9 45.0

研修時間の確保ができない 166 23.0 162 23.0 4 20.0

その他 16 2.2 15 2.1 1 5.0

無回答 11 1.5 10 1.4 1 5.0

計 723 100.0 703 100.0 20 100.0

全体 病院 有床診療所
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実地指導者については、回答数が最も多

かった項目は、「人員に余裕がない」345

件（51.6％）、「部署で求められる能力と看

護基礎教育終了時点で期待される能力との

格差が大きい」329 件（49.2％）、「新人看

護職員の心のケアが必要である」317 件

（47.4％）、「実地指導者の役割を果たすの

に時間外になってしまう」316 件（47.2％）、

であった。一方、回答数が少なかった項目

は、「自分よりも年齢の上の新人看護職員を

教えるのが難しい」114 件（17.0％）、「新

人看護職員との人間関係が難しい」113 件

（16.9％）、「他のスタッフからのサポート

がない」72 件（10.8％）であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 14-3 実地指導者が課題・困難と感じていること          【複数回答】 

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％

人員に余裕がない 345 51.6 336 51.7 9 47.4

部署で求められる能力と看護基礎教育終了時点で期待
される能力との格差が大きい

329 49.2 322 49.5 7 36.8

新人看護職員の心のケアが必要である 317 47.4 311 47.8 6 31.6

実地指導者の役割を果たすのに時間外になってしまう 316 47.2 315 48.5 1 5.3

新人看護職員の負担・疲労を考慮することが難しい 257 38.4 250 38.5 7 36.8

実地指導者の役割を担うことが負担である。 192 28.7 190 29.2 2 10.5

実地指導者の人材が不足している 178 26.6 175 26.9 3 15.8

新人看護職員の指導方法がわからない 175 26.2 171 26.3 4 21.1

研修時間の確保ができない 173 25.9 168 25.8 5 26.3

自分よりも年齢の上の新人看護職員を教えるのが難しい 114 17.0 110 16.9 4 21.1

新人看護職員との人間関係が難しい 113 16.9 111 17.1 2 10.5

他のスタッフからのサポートがない 72 10.8 69 10.6 3 15.8

その他 38 5.7 37 5.7 1 5.3

無回答 14 2.1 13 2.0 1 5.3

計 669 100.0 650 100.0 19 100.0

全体 病院 有床診療所
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８．新人看護職員研修ガイドラインの到達

目標に対する評価 

 新人看護職員研修ガイドライン（以下、

ガイドライン）で示されている到達目標に

ついて、教育担当者と実地指導者が捉える

妥当性を表 15 に、実地指導者と新人看護

職員が捉える新人看護職員の看護活動の頻

度と到達度の結果を表 16 に提示する。 

 

ａ．有効回収数 

 教育担当者は配布数 2,528 のうち 723 名

（有効回収率：28.6%）、実地指導者は配布

数 2,528 のうち 669 名（有効回収率：

26.5％）、新人看護職員は配布数 2,528 のう

ち 622 名（24.6%）だった。  

 

ｂ．妥当性の評価 

ここでは、全 103 項目に対して、教育担

当者もしくは実地指導者のいずれか」が「妥

当である」と回答した割合が 80%に満たな

い項目を提示する。  

その結果、26 項目が該当した。内訳とし

ては、「到達の目安Ⅰ：できる」は 4 項目

であり、技術的側面 1 項目、管理的側面 3

項目だった。「到達目安Ⅱ：指導のもとでで

きる」は 17 項目であり、技術的側面 16 項

目、管理的側面 1 項目だった。技術的側面

16 項目のうち、与薬の技術が 6 項目と最も

多かった。「到達目安Ⅲ：演習でできる」は

4 項目であり、すべてが技術的側面に関す

る項目だった。「到達目安Ⅳ：知識としてわ

かる」は 1 項目であり、技術的側面に関す

る項目だった。  

26 項目のうち、教育担当者と実地指導者

の回答が合致した項目は 0 だった。教育担

当者が「妥当である」と回答した割合が

80%に満たない項目は 6 項目であり、「経管

栄養法：Ⅱ（76.2％）1」「膀胱内留置カテ

                                                   
1項目のあとの、ローマ数字は到達目安を、そのあと

ーテルの挿入と管理：Ⅱ（74.7％）」「摘便：

Ⅱ（78.8％）」「静脈内注射、点滴静脈内注

射：Ⅱ（72.5％）」「輸液ポンプの準備と管

理：Ⅱ（76.1％）」「人工呼吸器の管理：Ⅳ

（77.1％）」だった。一方、実地指導者が「妥

当である」と回答した割合が 80%に満たな

い項目は 20 項目であった。  

 

 

                                                                             
の数値は回答の割合を示している。  
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37 項目の内訳としては、「到達の目安

Ⅰ：できる」に該当する項目が 18 項目、「到

達の目安Ⅱ：指導のもとでできる」に該当

する項目が 15 項目、「到達の目安Ⅲ：演習

でできる」が 4 項目だった。  

「到達の目安Ⅰ：できる」については、

技術的側面が 12 項目、管理的側面が 4 項

目、基本姿勢と態度の項目が 2 項目だった。

技術的側面 12 項目のうち、環境調整技術、

呼吸・循環を整える技術が各 3 項目であり、

救命救急処置技術、症状・生体機能管理技

術、感染予防技術が該当した。「到達の目安

Ⅱ：指導のもとでできる」は技術的側面が

4 項目、管理的側面が 6 項目、基本となる

姿勢と態度が 5 項目だった。「到達の目安

Ⅲ：演習でできる」は、4 項目すべてが技

術的側面であり、すべて救命救急処置技術

だった。 

この中でも特に、看護活動の実施頻度が

50％に満たない項目は次の通りである。

「到達の目安Ⅰ：できる」では、「意識レベ

ルの把握（実地指導者 40.8%；新人看護職

員 42.7%）」「チームメンバーへの応援要請

（ 実 地 指 導 者 16.8% ； 新 人 看 護 職 員

13.1%）」「無菌操作の実施（実地指導者

44.5%；新人看護職員 51.8%）」「針刺し事

故申し対策の実施と針刺し事故後の対応

（ 実 地 指 導 者 47.4% ； 新 人 看 護 職 員

69.4%）」「施設における医療安全管理体制

について理解する（実地指導者 53.4%；新

人看護職員 47.3%）」「インシデント（ヒヤ

リ・ハット）事例や事故事例の報告を速や

かに行う（実地指導者 45.2%；新人看護職

員 44.0%）」であった。  

「到達の目安Ⅱ：指導のもとでできる」

では、「定期的な防災訓練に参加し、災害発

生時（地震・火災・水害・停電等）には決

められた初期行動を円滑に実施する（実地

指導者 17.2%；新人看護職員 14.0%）」で

あった。  

「到達の目安Ⅲ：演習でできる」は、「気

道確保（実地指導者 5.2%；新人看護職員

3.8%）」「人工呼吸（実地指導者 3.4%；新

人看護職員 2.8%）」「閉鎖式心臓マッサージ

（実地指導者 1.5%；新人看護職員 1.3%）」

「気道押管の準備と介助（実地指導者

3.1%；新人看護職員 2.3%）」であった。  

 

ｄ．妥当性が高い項目の到達度および実

施頻度 

到達目標が妥当であると 80％以上の回

答が得られているが到達度が低い項目に関

して、実施頻度別（50％以上、50％未満）

に結果を表 17・表 18 に提示する。この項

目は、実地指導者と新人看護職員に対して、

実施頻度と到達度を調査した結果である。  

（１）実施頻度は高く到達度が低い項  

目 

看護活動における実施頻度について、実

地指導者もしくは新人看護職員のいずれか

が「日常的にある」と 50％以上が回答した

が、「一人でできる」の到達度が 80％に満

たない項目は 25 項目だった。そのうち、1

年以内に経験し修得をめざす項目は 17 項

目であり、そのすべてが技術的側面の項目

であった。また、17 項目のうち、「到達の

目安Ⅰ：できる」が 10 項目、「到達の目安

Ⅱ：指導のもとでできる」は 7 項目だった。

これら 17 項目のうち、新人看護職員が「一

人でできる」と回答した割合が 80％未満で

あり、かつ実施頻度が 50％未満の項目は、

「酸素吸入療法（77.6％）」「ネブライザー

の実施（76.4％）」「経管栄養法（76.4％）」

「褥瘡の予防（65.1％）」「抗生物質の用法

と副作用の観察（75.3％）」の 5 項目だった。

その他の項目は、実地指導者が「一人でき

る」と回答した割合が 80％に満たない項目

等であった。  
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（２）実施項目が低く到達度が低い項  

目 

 看護活動における実施頻度について、実

地指導者もしくは新人看護職員のいずれか

が「日常的にある」と回答したのは 50％未

満であり、かつ「一人でできる」の到達度

が 80％に満たない項目は 11 項目だった。

そのうち 1 年以内に経験し修得を目指す項

目は 4 項目、すべて技術的側面の項目であ

り、「意識レベルの把握（実地指導者：

40.8％：新人看護職員 42.7％）」「チームメ

ンバーへの応援要請（実地指導者：16.8％：

新人看護職員 13.1％）」「無菌操作の実施

（実地指導者： 44.5％：新人看護職員

51.8％）」「針刺し事故防止対策の実施と針

刺し事故後の対応（実地指導者：47.4％：

新人看護職員 69.4％）」だった。
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　 無 回 答
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3 演 習 で で き る
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2 指 導 を 受 け て で き る
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Ⅴ．考察 

 

Ａ．新人看護職員研修への参画を促した背景 

 

 面接調査の結果より、新人看護職員研修

事業への参画を促した背景として、「新人教

育プログラムの存在」、「日本看護協会や都

道府県看護協会の働きかけ」といった状況

が示された。質問紙調査でも、「平成 22 年

以前から研修プログラムがあった」と回答

している施設は 7 割以上であり、すでに何

らかのプログラムがあることが研修事業に

参画することに有利に働いたことが推測さ

れる。さらに努力義務化という法的な動き

と看護協会等の外的な働きかけが後押しを

したことが考えられる。 

それとともに、「補助金獲得と看護実践能

力向上に対する研修責任者の意欲」や「研

修責任者を支える人材やネットワーク」と

いった人的資源や人的環境が影響している

ことが明らかとなった。今回の面接調査は、

100 床以下の小規模施設や単科の施設も含

んでいるが、これらの施設においては研修

責任者の意欲や彼らを支える人的ネットワ

ークが非常に大きいことが示された。上泉

（2009）が、小規模施設での研修導入に対

する課題を示しているが、研修を推進する

上で、研修責任者を育成することの重要性

とともに、組織の構成員そのものの意識改

革や教育等の重要性が示されたと考える。  

 

Ｂ．ガイドラインの普及について 

 

 ガイドラインの周知度・理解度について、

研修責任者の場合は 9 割前後がそれぞれの

役割も含めて理解していると答えており、

教育担当者の場合も 8 割前後が同様の回答

をしている結果が示された。このことより

研修を統括し、企画運営をしていく役割を

果たしている者へのガイドラインの周知は

進んでいると考える。  

一方で、実地指導者についてはガイドラ

インを読んだことがあると答えた者が 5 割

程度であり、新人看護職の場合は 3 割に達

していない状況であることから、ガイドラ

インの普及については、課題が残されてい

ると考える。  

さらに、病院と有床診療所では研修責任

者、教育担当者などにおいても、ガイドラ

インの周知度について違いがあり、その点

も課題であることが示された。  

  

Ｃ．新人看護職員研修の努力義務化および事

業参画による変化 

 

 新人看護職員研修が努力義務化されるこ

とでの変化の中で、新人看護職員を育成す

るということに対する「看護職全体の意識」

と「看護部以外の意識」がよくなったとい

う評価が特徴的であった。ガイドラインの

中でも、「新人看護職員を支えるためには、

周囲のスタッフだけではなく、全職員が新

人看護職員に関心を持ち、皆で育てるとい

う組織文化の醸成が重要である」という理

念を述べており（厚労省, 2011）、この考え

方がこの 3 年間で浸透してきたのではない

かと考える。  

 研修事業への参画による変化としては、

組織体制の再編や、プログラム・技術チェ

ックリストの見直し、研修手帳の導入など

が挙げられた。前述したようにすでに独自

の研修プログラムを持っていた施設は多い

が、ガイドラインが出されたことで自施設

の研修体制や内容を見直した状況が示され

た。また、補助金交付によって、最もよく

なったものは「備品」であり、高額のシミ

ュレーター機器などを導入した施設も存在

した。他にも、看護職全体の意識や看護部
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以外の意識がよくなったということが明ら

かとなり、補助金が人的環境にも何らかの

影響を与えたことが示された。  

 

Ｄ．研修責任者、教育担当者、実地指導者の

困難や課題 

 

研修責任者の半数以上が、組織における

人材育成と労働環境の整備に対して課題や

困難に感じているという傾向があった。一

方、新人看護職員の負担や疲労に考慮する

ことや、新人看護職員研修ガイドラインを

活用して組織における研修体制を構築する

ことに対しては、課題や困難が少ないとい

う傾向が明らかになった。上泉（2009）に

よれば、研修開始以前の研修責任者が感じ

ていた課題・困難は、研修プログラムその

ものに関するものが最も多かったが、ガイ

ドラインが示されたことで、その点につい

ては解消されつつあるのではないかと考え

る。 

教育担当者は、人員に余裕のない中で、

勤務時間を超過しながら教育担当者として

の役割を果たす現状や、新人看護師や実地

指導者の心身への負担が大きくなっている

現状に対して、課題や困難を感じている傾

向があった。一方、研修時間の確保に対し

ては、課題や困難が少ない傾向があった。

2009 年の調査と比較すると、研修時間の確

保が最も多い回答だったので、努力義務化

がよい方向に影響していると考えられる

（上泉, 2009）。 

実地指導者は、人員に余裕のない中で、

新人看護職員が、部署で求められる臨床実

践能力のレベルに到達していない現状に対

して、課題や困難を感じている傾向があっ

た。また、勤務時間を超過しながら実地指

導者としての役割を果している現状や、新

人看護職員の心身への負担が大きくなって

いる現状に対しても、課題や困難を感じて

いた。一方、新人看護職員との人間関係や、

他のスタッフからのサポートに対しては、

課題や困難が少ない傾向があった。実地指

導者の心身への負担が大きくなっているこ

とについては、教育担当者も課題として回

答しており、共通している傾向であった。  

 

Ｅ．ガイドラインに対する評価 

 

 ガイドラインに対しては、到達目標が明

記されたことで新人看護職員研修の実施や

評価がしやすくなったと評価していた。ま

た、質の担保が図れるという点での安心感

があるというような意見が出されていた。

一方で、経験できない技術項目もあり、項

目の見直しについての課題が示された。こ

の点については、質問紙調査でも実施頻度

が少ないにもかかわらず、1 年以内の到達

をめざす項目が示された。これらの項目に

対しては教育方略等の視点から、また施設

により実施困難である等の状況も推察され

るため、到達が期待される時期の観点等か

ら、到達目標およびガイドラインを見直す

必要性が示唆された。 

 その他、到達目標の妥当性について、評

価が高くない項目が明らかになったので、

各項目について、どのような理由でそのよ

うな回答になったかについて、詳細な分析

をし、検討を重ねる必要性が示された。  
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Ⅵ．結論 

平成 24 年度は、①新人看護職員研修事

業を行っている小規模医療機関等への面

接調査により、新人看護職員研修に関する

課題を明らかにする、②病院、有床診療所、

介護老人保健施設の教育責任者、教育担当

者、実施指導者、新人看護職員への質問紙

調査により、主に研修体制、研修に対する

意識、各役割における教育ニーズ、研修の

成果等を明らかにすることを目的とした。

面接調査は 7 施設に協力依頼をし、研修責

任者 8 名、新人看護職員 8 名のデータが得

られた。そのうち 3 施設については、看護

部長 2 名と教育担当者 1 名に対して補足的

なインタビューを行った。質問紙調査は無

記名自記式質問紙による郵送調査とし、病

院 1800 施設、有床診療所 200 施設を標本

数とし、そこに勤務する①研修責任者もし

くは看護部門の長(以下、研修責任者)、②

教育担当者、③実地指導者、④新人看護職

員を対象とした。  

質問紙調査の回収数（回収率）は、①研

修責任者 700 件(35.0％)、②教育担当者 725

件（26.6％）、③実地指導者 670 件（24.5％）、

④新人看護職員 625 件（22.9％）であった。

ガイドラインの周知度・理解度について、

研修責任者は、ガイドラインを知っている、

読んだことがある割合が 90％以上であっ

た。教育担当者もほぼ同様の傾向があった。

一方、実地指導者は、ガイドラインを知っ

ている割合は 72.9％であったが、読んだこ

とがある割合は 53.5％であった。さらに、

新人看護職員は、ガイドラインを知ってい

る割合が 55.3％であり、読んだことがある

割合は 25.9％であった。 

新人看護職員研修の努力義務化による影

響として、よくなったと回答している者が

多かったのは「新人看護職員を育成するこ

とに関する看護職全体の意識」の 74.9％、

「備品」が 53.0％、「新人看護職員を育成

することに関する看護部以外の意識」が

50.8％であった。  

以上の調査から、新人看護職員研修の努

力義務化により、よくなったと評価してい

る者が多い一方で、ガイドラインの周知に

ついては、課題が残されていることが明ら

かになった。次年度はさらに詳細な分析を

行い、研修成果や研修の更なる普及に向け

ての課題を明らかにしていきたいと考えて

いる。 

 

Ⅶ．健康危険情報 

該当なし  

 

Ⅷ．研究発表 

なし 

 

Ⅸ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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